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事業承継対策の大切さ
　日本経済を支える中小企業では、近年経営者の高齢化が進行する一方で、
　後継者の確保がますます困難になっています。　
　また、事業承継に失敗して紛争が生じたり、会社の業績が悪化するケースが多い

経営者の高齢化の進展 後継者確保が困難

計画的な事業承継対策

＋

年間廃業社数２９万社のうち、約７万社が後継者がいない

やる！ やらない！

●後継者の経営がスムーズに
●従業員・取引先・地域発展へ
●家庭円満に

●事業が不安定
●雇用失われ、最悪倒産へ
●お家騒動（争族）の危険性

【図３・４・５】【図１・２】

でも、「事業承継対策は面倒だから・・」先送りにしていませんか？



3

事業承継の３つの方法

事業承継

親族への承継
承継する内容

１．経営権

２．財産権

３．人　材

魅力ある会社にするため

事業承継計画
＋

経営計画

策定と実行

従業員への承継

Ｍ＆Ａ
（株式譲渡等）

廃業
●後継者も見つからない
●Ｍ＆Ａも成立できず
●傷が深くならないうち廃業

【図５】
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事業承継を取り巻く様々なポイントを抑えた上で事業承継対策を講じる
ことが、最善の事業承継へとつながります。
そのためにも、全体図を抑えることは非常に重要です。

株式会社　○○○　　　　事業承継全体俯瞰図

　Goods　No.③①①　2006　Presented by

経営戦略

事業承継

全体図MAP

事業承継事業承継

自社株評価自社株評価
引き下げ対策引き下げ対策

相続税対策相続税対策
遺産分割遺産分割
納税資金納税資金

自社株移転対策自社株移転対策
所得対策所得対策
生活設計生活設計
老後設計老後設計

業務の棚卸と業務の棚卸と
権限委譲権限委譲

後継者育成後継者育成

財産保全財産保全

経営権移行対策経営権移行対策

所有権移転対策所有権移転対策

生損保見直し

損益シミュレーション

同業他社比較（ＢＡＳＴ）

財務分析・決算書ガイダンス

経費削減プログラム

資金繰り対策（銀行対策）

自社株評価

連年贈与・精算課税制度

決算・節税対策

現状分析

要保障額の算定（リスク分析）

税務税務

経営分析経営分析

Total　Consulting

全体最適へ
魅力ある会社へ

リスマネリスマネ

経費削減プログラム

人事・組織計画

経営理念の共有

マーケティング計画

経営計画経営計画

財務・資金計画

売上・営業計画

断面図分析　重要
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（参考）　事業承継計画

経営計画は別に作成

●経営理念
●売上・営業計画
●マーケティング計画
●人事・組織計画
●財務・資金計画など

①断面図

②時間軸

引退時期を明確に
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企業価値（ＣＦ・成長性）と相続税評価額

（衰退期）

財務改善対策

（創業期）

資本政策

（成熟期）

株価引下げ対策

（成長期）

株式移転対策

（企業価値）

（相続評価額）小

大

大

創 業期 成 長期 成 熟期 衰 退期 創 業期→成長期へ第２
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事業承継（自社株）対策の基本的な流れ
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遺産分割対策　遺留分の放棄

遺言書による指定相続

遺留分確保 遺留分侵害 遺留分の減殺請求

（将来）

自社株・現金等による減殺

経営権・納税資金確保に問題相続トラブル回避

遺留分の
生前放棄

①本人の自由意志
②合理性・必要性
③代償性

何もしない

共同相続人　対策

事業後継者が決定すれば直ちに

平成２０年１０月より、民法特例あり
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自己株式評価方法

（１）評価上の区分

取引相場のない株式

同族株主等

同族株主等以外

原則的評価方式

配当還元方式

（２）原則的評価方式

相続税評価額に
よる純資産価額

負債の合計額ー
評価差額の
法人税相当額（注）

ー

発行済株式数

（注）　（相続税評価による純資産額ー帳簿価額による純資産額）×４２％

Ａ　×
Ｂ

５

ｂ
（配当）

Ｃ

ｃ
（利益）

×　３＋
Ｄ

ｄ

（簿価純資産）

＋

×　０．７

（注）　中会社は「０．６」、小会社は「０．５」する

純資産価額方式

類似業種比準方式

折衷
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純資産価額方式の計算事例

借入金　　３億円

その他　　１億円

（合　計　　４億円）

１億円

２億円

２億円

２億円

（合計７億円）

流動資産　　　　１億円

不動産　　　　　６億円

株式等　　　　　３億円

その他　　　　　２億円

（合　計　　　　１２億円）

相続税評価額帳簿価額相続税評価額

負　債資　産

評価差額
５億円

簿価純資産
３億円 相続税評価額

による純資産額

８億円

（資産）　　　　　（負債）　　　　（評価差額法人税）　　　　（相続税評価額）　

１２億円　－　　４億円　－　　５億円×４２％　　＝　５億９，０００万円　
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類似業種比準価額の計算例

株価
（上場会社）
１，０００円

×

（配当）

１０

２０
（利益）

１００

２００
× ３＋ ＋

（純資産）

１０００

２０００

５
×　０.７＝ １，４００円

利益２分の１、配当ゼロへ

株価
（上場会社）
１，０００円

×

（配当）

１０

０
（利益）

１００

１００
× ３＋ ＋

（純資産）

１０００

２０００

５
×　０.７＝ ７００円

株価引下げ対策実行

（資本金　２,０００万円　　発行済株式数　４００,０００株　の場合

（対策前）１,４００円　×　４００,０００株　＝５億６,０００万円

（対策後）　７００円　×　４００,０００株　＝２億８,０００万円

２億８,０００万円

評価減
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自己株式評価引下げ

（１）　純資産価額方式と類似業種比準価額方式の折衷方式

　　①　類似業種比準価額の方が評価下げやすい
　　②　会社規模が大きくなると下がるケースが多い
　　③　業種判定にも工夫すると安くなるケース多い
　　④　配当還元できる使える方も活用（従業員・役員・安定株主）

類似業種比準価額　×　０．９０　　＋　　純資産価額　×　０．１０中の大会社

中
会
社

類似業種比準価額大会社

類似業種比準価額　×　０．５０　　＋　　純資産価額　×　０．５０小会社

類似業種比準価額　×　０．６０　　＋　　純資産価額　×　０．４０中の小会社

類似業種比準価額　×　０．７５　　＋　　純資産価額　×　０．２５中の中会社

評価方法（財基通１７９）会社規模

（２）　節税ポイントまとめ
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相続時精算課税制度①

相　続　発　生

相続時精算課税制度 通常贈与

選択

●　２,５００万円非課税
●　住宅取得資金は、３,５００万円非課税　　　　　
●　特定非上場株式、３,０００万円非課税

　　超えた部分は、一律２０％贈与税
　（一度選ぶと通常贈与へは戻れない）

●　１１０万円非課税を毎年

●　高い累進税率で課税
　　

適用後の全ての贈与財産を
　　　　　　　　　　　　　　相続財産に加算

贈与時の

課税価格で加算

相続開始前３年以内の贈与財産を
相続財産へ加算（３年以前は渡しきり）

相続税を計算し、既に支払った贈与税
があれば控除（または還付）

相続税を計算し、３年以内に支払った
贈与税があれば控除

（贈与者）　６５歳以上の親
（住宅取得資金は、年齢制限なし）
（特定非上場株式は、６０歳以上の親）

（受贈者）　
２０歳以上の子

　※　父母ごとに選択が可能

相続価額
コントロール

適用対象者
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相続時精算課税制度の活用例

（１）　将来の相続評価額を確定させる活用

　　　

（２）　遺留分の生前放棄のための活用

　　　　　①　将来、値上がりが確実な自己株式（評価引下げ対策後実行）

　　　　　②　収益を生む財産を贈与　（収益力を一緒に贈与）

　　　　　③　評価を下げてから贈与　（建物や年金保険など）　　

（３）　３つの精算課税制度

　　　　　　
　　　　①　一般の精算課税制度（２，５００万円）を活用し、

　　　　　　　相続発生時には、自己株式１０％軽減特例や小規模宅地特例を併用　　
　　　

　　　　②　住宅取得等資金枠（３，５００万円）は、６５歳まで待てないときに活用

　　　　③　非上場株式枠（３，０００万円）は、ほとんど活用事例なし

　　　　　　相続発生時に、自己株式１０％軽減特例や小規模宅地特例併用なし

　　　　①　共同相続人対策、生前に遺留分を放棄してもらうための贈与

　　　　②　生前の相続トラブルを回避
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事例①　高収益部門を分割、早期移転対策

オーナー

（親族への移転対策）

高収益部門

低収益部門
（過去の累積利益大）

①過去の累積利益大
　　
②株価が高水準

③高収益部門の利益
　　将来、株価上昇

（対策前） （対策後）

オーナー

低収益部門
過去の累積利益

高収益部門

退職金
支給

①退職金支給
　　株価引き下げ

②高収益部門移転
　株価上昇を抑制

①分割時は安い
　
②早期に
相続時精算課税制度
　　で子へ移転

分割
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事例②　ＭＢＯによる財産評価引き下げ対策

（従業員への移転対策）

　①財産総額　＝　４億円
　　
　②相続税額　＝　１億円

　③相続人　　＝　長男・長女

　④事業承継者＝　なし

　⑤会社業績　　＝　赤字経営　　

（対策前） （対策後）

オーナー

自社株売却
８，０００万円
（手取り）

預貯金
１億円

①財産総額　＝　１億８，０００万円
　　
②相続税額　＝　２，０００万円

③納税後手取　＝　１億６，０００万円

④売却価額　＝　ＤＣＦ法で１億円

⑤譲渡税金　＝　２０％

オーナー

自社株
３億円

預貯金
１億円

ＭＢＯによる
会社売却



17

事例③　会社分割後のＭ＆Ａで納税資金対策

（第３者への移転対策）

①自社株評価額＝６億円
　　

②相続税額　　　＝２億円

③相続人　＝　長女・次女

④事業承継者　＝　なし

⑤納税資金　　＝　不足

（対策前） （対策後）

オーナー

卸売業

オーナー

卸売業
（低収益）

不動産賃貸業
（高収益）

不動産
　賃貸業Ⅱ

不動産
　賃貸業Ⅰ

退職金
１億円支給

評価２億円 評価２億円 評価２億円

分　割

長女　相続 次女　相続 １億円で
Ｍ＆Ａ
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中小企業経営継承円滑化法

●年間廃業社数２９万社のうち、約７万社が後継者がいないことを理由に廃業
●中小企業の存続上、極めて重要な事業承継を円滑化させ、地域経済を活性化を支援

中小企業経営継承円滑化法の骨子　（Ｈ２０．１０施行）

相続税の納税猶予

民法特例

金融支援

租税特別措置法

　　平成２１年税制改正で創設

一定の手続きを経て２つの遺留分に関する特例を設ける

経営の円滑な承継のための資金融資制度

取引相場のない株式等の納税猶予制度

①贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる

②贈与株式等の評価額を予め固定化できる

①中小企業信用保険法の特例

②日本政策金融公庫法の特例

第１部
解説済

遺産分割対策

納税資金対策

相続税対策
＋

納税資金対策
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円滑化法のスケジュール

●中小企業経営承継円滑化法の施行は、平成２０年１０月１日施行（民法特例・金融支援）
●自社株の相続税の納税猶予は、Ｈ２１税制改正であるが、Ｈ２０．１０に遡及して適用
●相続税の課税方式の変更（遺産取得者課税）は、遡及されるのか？

H１９ H２０ H２１
１０月 　４月

経営承継
円滑化法

施行

対象者（経済産業大臣の確認）

成立

通常国会

改正内容の審議租税特別
措置法

相続税法

成立審議

（遡及適用）

成立

（遡及適用？？）

改正内容の審議

自社株の８０％
　　納税猶予

相続税の
課税方式の変更　
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遺留分の民法特例
（１）　生前贈与株式を遺留分の対象から除外　（除外合意）

先代経営者が生前に、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を
受けることで、先代経営者から後継者へ生前贈与された自己株式その他一定の財産について、遺留分算定基礎財産から除外
できる制度を創設

自己
株式
等

その他

遺留分侵害

その他

遺留分侵害

その他

減殺請求により
非後継者へ

後継者 非後継者Ａ 非後継者Ｂ

全体で遺留分算定

自己
株式
等

その他

除外した自己株式等
は減殺請求されない

後継者 非後継者Ａ 非後継者Ｂ

その他 その他

代　償 代　償

遺留分の
算定から
除外

【現行】 【新法】
事業継続に不可欠な
自己株式等に係る
遺留分減殺請求を
未然防止

後継者単独で家庭裁判所
に申し立てるため、現行の
遺留分放棄制度と比して
非後継者の手続は簡素化

・・・・線以下で遺留分算定

（２）　生前贈与株式の評価を予め固定　（固定合意）
生前贈与後に株式価値が後継者の貢献により上昇した場合でも、遺留分の算定に際しては相続開始時点の上昇後の評価で
計算されてしまう。そこで、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の
許可を受けることで、遺留分の算定に際して、生前贈与株式の価額をその合意時の評価額で予め固定できる制度を創設

後継者の
貢献による
価値上昇額

贈与時
評価額

遺留分侵害

その他

遺留分侵害

その他

減殺請求により
非後継者へ

後継者 非後継者Ａ 非後継者Ｂ

全体で遺留分算定

後継者の
貢献による
価値上昇分

合意時
評価額

後継者の貢献による
価値変動は

減殺請求されない

後継者 非後継者Ａ 非後継者Ｂ

その他 その他

【現行】 【新法】

後継者が株式価値上昇
分を保持できる制度の
創設により、経営意欲
の阻害要因を排除

・・・・線以下で遺留分算定

株式評価額

遺
留
分
へ
の
算
入
額

と
し
て
予
め
固
定

贈与時
評価額

株式評価額

相続時

贈与時
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納
税
猶
予
額
の
計
算

自社株式の納税猶予制度
事業承継の障害の一つである相続税負担問題を抜本的に解決するため、自社株式の相続税の軽減措置である
現行の１０％減額から８０％納税猶予に大幅に拡充するとともに、対象を中小企業全般に拡大する。

１０ヶ月
死亡

●代表者であること
●雇用の８割以上を維持
●相続した対象株式の継続保有

認
定

相
続
発
生

相
続
税
申
告
期
限

５年間継続要件

相
続
し
た
自
己
株
式
等

の
み
で
計
算
し
た
相
続
税
額

納税猶予税額
８０％

相続した自己株式等
の２０％で計算した

相続税

免除
死亡の時まで対象株式
を保有し続ける場合など
一定の場合

経済産業大臣によるチェック

経
済
産
業
大
臣
に
申
請 製造業その他

卸売業

小売業

サービス業

資本金

３億円以下

１億円以下

５０００万円以下

５０００万円以下

従業員数

３００人以下

１００人以下

５０人以下

１００人以下

中小企業基本法における中小企業の定義
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相続税が取得者課税になる①

（１）　遺産取得者課税方式の採用　（Ｈ21税制改正）

①遺産の総額で相続税が決定されるため遺産分割によって
税額が左右されない。

②相続により取得した財産が同じであっても、法定相続人の
数によって税額が異なる

③相続人の一人に申告漏れがあった場合に、他の相続人に
追徴課税が発生する。

①累進税率の緩和を意図した仮装分割への対応

②農業や中小企業の資産等の分割が困難な相続の配慮

上記①②といった観点から、実際の遺産分割の状況により
負担に大幅な差異が生じることを防止するという考え方

①遺産分割によって相続税の総額が変わる

②法定相続人の数に関係なく、同額の遺産を取得した者には
同額の相続税負担となる（担税力に応じた課税ができる）

③相続人の一人に申告漏れがあっても、他の相続人に追徴課
税されることはない

留意点

偶然の理由による富の増加に担税力を見出して、相続人に課
税することにより、富の集中を抑制を図る

考え方

概要

【現在の相続税の課税のしくみ】 【遺産取得者課税方式】

被相続人の
課税される
遺産総額

遺産総額－債務－基礎控除

相続税の
総額

相続人
Ａ

相続人
Ｂ

相続人
Ｃ

被相続人の
課税される
遺産総額

相続人Ａの財産

相続人Ｂの財産

相続人Ｃの財産

相続人
Ａ

相続人
Ｂ

相続人
Ｃ

相続税の総額は
法定相続分で決定

取得割合
で配分

遺産総額－債務

基礎控除は各人

相続税
各人計算

▲８０００万円

▲２０００万

▲２０００万

▲２０００万
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相続税が取得者課税になる②
（２）　遺産取得者課税方式が導入される場合の影響

①　課税の対象が拡大
例えば、２，０００万円以上相続した人は、全て課税対象となれば遺産は少なくとも課税されることとなる。

②　遺産分割が益々均分化する
累進課税を前提とすると、偏った分割は相続税の負担が大きくなるため、
益々「均等相続」を促進する。　（遺産分割が益々もめる）

被相続人
遺産総額

３億円

相続人Ａ　３億円

相続人Ｂ　０億円

相続人Ｃ　０億円

【財産の所得が偏ったケース】

相続税ゼロ

相続税ゼロ

高い税率 相続人Ａ　１億円

相続人Ｂ　１億円

相続人Ｃ　１億円

【均等分割のケース】

低い税率

低い税率

低い税率

＞

被相続人
遺産

８千万円

【現在の相続税の課税】

＜
法定相続人３人

基礎控除▲８０００万円

【遺産取得課税方式】

被相続人
遺産

８千万円

相続税の
総額ゼロ

相続人
Ａ

相続人
Ｂ

相続人
Ｃ

A　５，０００万円

Ｂ　１，５００万円

Ｂ　１，５００万円
基礎控除

各人２０００万円

相続税
ゼロ

相続税
ゼロ

相続税
発生
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相続税が取得者課税になる③

（４）　相続税の課税方式の比較（参考）

相続人又は受遺者

相続又は遺贈により
取得した財産

遺産取得課税方式

日本

相続人又は受遺者相続人又は受遺者
遺言執行者

又は遺産管理人

遺言執行者

又は遺産管理人
納税義務者

相続又は遺贈により
取得した財産

相続又は遺贈により
取得した財産

被相続人の死亡時
にその所有していた
全て財産

被相続人の死亡時
にその所有していた
全て財産

課税客体

遺産取得課税方式遺産取得課税方式遺産課税方式遺産課税方式課税方式

フランスドイツイギリスアメリカ

区分

（３）　老後扶養の社会化への対応
「老後扶養の社会化への対応」とは、今後の超少子高齢化の進展に応じて、相続税の老後扶養の
原資としての役割を持たせようするものです。

その根拠としては、「長生きした人は、それだけ社会的に公共サービスの利益を享受しているため、
それに対する負担を遺産の取得者にしてもらう。

現在相続税の課税割合　４.２％　→　少なくとも２桁


